
教職員の区分
割振り単
位期間 週休日 始業及び終業の時刻 休憩時間

午前７時４５分から
午後４時３０分まで

正午から午後１時まで

午前８時から午後４
時４５分まで

正午から午後１時まで

午前８時３０分から
午後５時１５分まで

正午から午後１時まで

午前９時から午後５
時４５分まで

午後１時から午後２時まで

午前１０時から午後
６時４５分まで

午後２時から午後３時まで

午前１１時から午後
７時４５分まで

午後３時から午後４時まで

正午から午後８時４
５分まで

午後４時から午後５時まで

午後０時１５分から
午後９時まで

午後４時から午後５時まで

午後１時３０分から
午後１０時１５分ま
で

午後５時から午後６時まで

午前８時３０分から
午後５時まで

正午から午後０時４５分ま
で

午前１１時３０分か
ら午後８時まで

午後３時１５分から午後４
時まで

午後０時３０分から
午後９時まで

午後３時３０分から午後４
時１５分まで

午前８時３０分から
翌日午前８時３０分
まで

午後０時１５分から午後１
時まで、午後７時１５分か
ら午後８時３０分まで、午
前０時から午前６時３０分
まで

午前８時３０分から
翌日午前８時３０分
まで

午後０時１５分から午後１
時まで、午後８時３０分か
ら翌日午前３時まで、午前
６時１５分から午前７時３
０分まで

午前８時３０分から
翌日午前８時３０分
まで

午後０時４５分から午後１
時３０分まで、午後８時３
０分から午後９時４５分ま
で、午前０時から午前６時
３０分まで

午前７時３０分から
午後４時まで

正午から午後０時４５分ま
で

医学部附属病院医療器材部に
勤務する職員のうち、医学部
附属病院長が指定する者

４週間

医学部附属病
院長が指定す
る８の１日勤
務日

午後４時３０分から
翌日午前９時まで

午後９時から午後１０時ま
で

別表第３（第１６条関係）

医学研究科に勤務する職員の
うち、医学研究科長が指定す
る者

４週間
医学研究科長
が指定する８
の１日勤務日

４週間

医学部附属病
院長が指定す
る８の１日勤
務日

（略）

医学部附属病院放射線部に勤
務する教職員のうち、医学部
附属病院長が指定する者



午前７時３０分から
午後４時１５分まで

午前１１時３０分から午後
０時３０分まで

午前７時３０分から
午後４時３０分まで

午前１１時３０分から午後
０時４５分まで

午前８時３０分から
午後５時１５分まで

午後０時１５分から午後１
時１５分まで

午前８時３０分から
午後５時３０分まで

正午から午後１時１５分ま
で

午前９時３０分から
午後６時１５分まで

午後０時３０分から午後１
時３０分まで

午前９時３０分から
午後６時３０分まで

午後０時３０分から午後１
時４５分まで

午後０時３０分から
午後６時３０分まで

－

午前７時３０分から
午後６時３０分まで

午後０時３０分から午後２
時まで

午前８時３０分から
午後３時まで

午後０時３０分から午後１
時まで

午前９時３０分から
午後６時１５分まで

正午から午後１時まで

午前１０時４５分か
ら午後７時３０分ま
で

午後１時から午後２時まで

午前１１時１５分か
ら午後８時まで

午後３時から午後４時まで

午前１１時４５分か
ら午後８時３０分ま
で

午後３時から午後４時まで

午前８時４５分から
午後５時３０分まで

午後０時３０分から午後１
時３０分まで

午後１時３０分から午後２
時３０分まで

午後２時から午後３時まで

午後３時から午後４時まで

午前１１時から午後
７時４５分まで

午後３時から午後４時まで

午後０時３０分から
午後９時１５分まで

午後３時３０分から午後４
時３０分まで

総務部に勤務する職員のう
ち、総務部長が指定する者

４週間
総務部長が指
定する８の１
日勤務日

（略）

午前１０時３０分か
ら午後７時１５分ま
で

施設部管理課に勤務する職員
のうち、施設部長が指定する
者

４週間
施設部長が指
定する８の１
日勤務日

医学部附属病院疾患栄養治療
部に勤務する職員のうち、医
学部附属病院長が指定する者

４週間

医学部附属病
院長が指定す
る８又は７の
１日勤務日


